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自動車の登録制度の概要

登録の具体的イメージ

未登録の車
（新車購入時等）

登録の要件
自動車の所有権を有していること

自動車の保管場所の確保

自動車重量税の納付

自動車損害賠償責任保険の契約締結

登
録

自動車の保安基準に適合していること

ナンバープレートの取付け、封印

受付
↓
審査
↓
登録 自動車登録ファイルへの登録

自動車登録官

自動車登録申請

自動車登録番号の通知、
自動車検査証等の交付

登録の手続き

（ＭＯＴＡＳ）

申請者
運輸支局・自動車検査登録事務所
（全国93箇所）・申請書（ＯＣＲシート）

・手数料
・完成検査終了証
・譲渡証明書
・印鑑証明書
・自動車保管場所証明書
・自賠責保険証明書
・自動車重量税 等

・車体番号
・所有者情報氏名
・所有者住所コード
・使用者氏名
・使用者住所コード
・使用の本拠の位置
・申請人情報
・申請人実印
・申請代理人情報
・登録事由 等

必要書類 申請書記載事項

登録の要件を満たしているか確認するた
め必要な書類を求めている



自動車のライフサイクルを通じた主な保有関係手続き

【新車新規登録】
約268万件 【継続検査】

約2,123万件

【変更登録】
約126万件

【移転登録】
約604万件

【中古車新規登録】
約102万件

【一時抹消登録】
約365万件

【解体等届出・輸出関
係手続等】
約212万件

【記載事項変更】
約5万件

【永久抹消登録】
約19万件

手
続
き
の
流
れ

新規購入 定期車検

引っ越し等

住所・氏名変更

使用の停止

売買等 解体・輸出

廃車

※各件数は令和3年度の実績 3



○自動車（登録車）の運行に必要な各種行政手続（検査登録、保管場所証明（警察）、自動車諸税の納税（県税））を、ＯＳＳによりオンライン・一括
で行うことが可能。

県税事務所

警察署

運輸支局

窓口手続

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

ワンストップサービスシステム

電子申請・納付

申請者
（購入者、手続き代理人）

ワンストップサービスを利用した手続き

ポイント①
全ての申請・納付手続がオンラインで
一括して行うことが可能

ポイント②
いつでも、どこからでも、２４時間３６５日手続可能

②検査登録申請、
自動車重量税納付

①車庫証明申請

申請者
（購入者、手続き代理人）

○申請・納付手続のため、各機関を訪れる必要

県税事務所

警察署

運輸支局電子データ
のやりとり

ワンストップ化

※手続の終了後に、警察・運輸支局において、保管場所ステッカーおよび車検証等の受取が必要

③自動車税（環境性能割、
種別割）の納付

対象手続

平成17年12月26日開始 ： 新車新規登録
平成29年4月3日開始 ： 中古新規登録、移転登録、変更登録、一時抹消登録、永久抹消登録、移転一時抹消登録、移転永久抹消登録、

変更一時抹消登録、記載事項変更、継続検査
平成31年4月1日開始 ： 解体等届出・輸出関係手続等
令和元年5月7日開始 ： 軽自動車 継続検査

自動車保有関係手続に係るワンストップサービス（ＯＳＳ）概要
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手続き別オンライン利用率の状況と目標利用率

ｓ

○継続検査ＯＳＳ
「821万件／2,123万件」

令和3年度利用率
38％

目標利用率（令和７年度末）
70%

○輸出・解体届出ＯＳＳ
「4,329件／212万件」

令和3年度利用率
0.2％

目標利用率（令和７年度末）
20%

※マイナンバーカード使用 15%

ｓ

○新規登録ＯＳＳ
「126万件／370万件」
令和3年度利用率

34％

目標利用率（令和７年度末）
70%

※マイナンバーカード使用 50%

○中間登録ＯＳＳ
「25万件／1,114万件」

令和3年度利用率
2％

目標利用率（令和７年度末）
20%

※マイナンバーカード使用 15%

ｓ

中古車新OSS
利用件数：339件

移転登録OSS
利用件数：12万件

変更登録OSS
利用件数：3万件

新車新規OSS
利用件数：126万件

抹消登録OSS
利用件数：10万件

中古車新規：102万件

記載事項変更：5万件

継続検査
：2,123万件

輸出・
解体等
：212万件

新車新規
：268万件

移転登録
：604万件

抹消登録
：384万件

総申請件数
3,824万件

★目標利用率は、「オンライン利用率引き上げに向け
た基本計画」において設定しているもの。
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記載事項変更OSS
利用件数：3,758件（令和３年度利用率8％）
※申請件数10万件以下のため目標利用率未設定

変更登録
：126万件



年度 2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

＜課題1＞
OSS申請関連手続きの利便性の向上

＜課題2＞
一部の手続き書類について電子化が
進んでおらず、窓口での提出が別途必
要又はOSSの手続き対象外

＜課題3＞
マイナンバーカードを用いた申請や自動
車OSSについての理解が浸透していな
い

・引越ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽとの連携の推進
・「基本4情報」と連携し申請者の情報入力を簡素化

引越ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄと
の連携

OSSの使いやすさの向上（ スマートフォンを活用したカードリーダの不要化、エラー内容の解説充実、ログ取得追加、
ブラウザの多様化、マイナンバーカードやIC車検証を活用した入力項目の省力化等）

継続検査や変更登録・移転登録のOSS申請について、車検証の電子化により運輸支局等へ
の来訪を不要化

自動車検査登録等の手数料の納付や自動車諸税における決済手法の多様化
（検討：~2021.3 実施：2023.1~順次）

申請代理人が行うOSS申請の利便性の向上 （検討：~2021.3 実施：~2026.3）

商業・法人登記簿謄（抄）本などOSS対象手続の添付書類の電子化 （検討：~2021.3 実施：~2026.3）

OSS対象となっていない手続きに必要となる書類について可能なものは電子化した上で、OSS対象手続を拡大（検討：~2022.3 実施：~2026.3）

OSS申請率低迷地域の明確化・
OSS申請利用の働きかけ（マイナン
バーカードの優良事例の展開など）

OSS未対応3府県にOSS対象地域を拡大

保管場所標章の郵送化により警察署への来
訪を不要化

引越時のﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄの交換を次回車検時
まで猶予可能とする仕組みの導入

※令和2年12月 4日策定

令和3年 12月10日改定

検討体制の充実（部会の設置）

オンライン利用率引上げの基本計画 課題とその解決に向けたアクションプラン
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〇 政府全体で推進している引越時の負担軽減の一環として、引越時の個人による変更登録OSS申請の場合に、変更登録に伴うナンバープレートの
交換を次回車検時まで猶予する特例を創設（令和４年１月から実施）。

新旧車検証・
ナンバープレート

の交換

審査

運輸支局へ出頭

＜ 通常 ＞ ＜ 特例＞

出頭不要化変更登録完了後
（申請から１週間程度）

新旧車検証
の交換

変更登録完了後

ナンバープレート
の交換

変更登録
OSS申請

（車両の持込み）

審査変更登録
OSS申請

ユーザー ユーザー

次回車検時までに

運輸支局等へ出頭
引越し後の落ち着いたタイミングで

整備事業者に依頼（出頭不要化）

車検と同じタイミングで

※登録番号はこの時点で変更

自動車の所有者本人によるマイナンバー
カードを用いた引越に伴う申請が対象

運輸支局等から備考欄に旧登録番号が記載さ
れた新車検証を送付

自動車の所有者から運輸支局等あてに旧車検
証（写しも可）を郵送

運輸支局等 運輸支局等

※新車検証の受取り後、旧車検証は速やかに郵送

引越時のナンバープレート交換の猶予
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